
1 秦漢律における不孝罪の成立要件と父母の「告」

は
じ
め
に

　

秦
・
漢
の
法
律
で
は
「
不
孝
」
と
い
う
罪
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
當
時
の
不
孝
罪
に
つ
い
て
定
め
た
條
文
と
し
て
現
在
知
ら

れ
て
い
る
も
の
は
、
以
下
の
〔
一
〕
〜
〔
五
〕
の
み
で
あ
る
。

〔
一
〕
子
殺
傷
毆
詈
・
牧
殺
父
母

（
１
）、

父
母
告
子
不
孝
、
及
奴
婢
殺
傷
毆
・
牧
殺
主
・
主
子
父
母
、
及
告
殺
、
其
奴
婢
及
子
亡
已
命
而
自
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2

出
者
、
不
得
爲
自
出
。（
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
「
秦
律
令
（
壹
）」
第
一
三
簡
・
一
四
簡
）

〔
二
〕
子
牧
殺
父
母
、
毆
詈
泰
父
母
・
父
母
・
叚
（
假
）
大
母
・
主
母
・
後
母
、
及
父
母
告
子
不
孝
、
皆
棄
市
。
其
子
有
罪
當
城
旦

舂
・
鬼
薪
白
粲
以
上
、
及
爲
人
奴
婢
者
、
父
母
告
不
孝
、
勿
聽
。
年
七
十
以
上
告
子
不
孝
、
必
三
環
之
。
三
環
之
各
不
同
日
而
尚

告
、
乃
聽
之
。
敎
人
不
孝
、
黥
爲
城
旦
舂
。（
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
第
三
五
簡
〜
三
七
簡
）

（
２
）

〔
三
〕
賊
殺
傷
父
母
、
牧
殺
父
母
、
歐
（
毆
）
詈
父
母
、
父
母
告
子
不
孝
、
其
妻
子
爲
收
者
、
皆
錮
、
令
毋
得
以
爵
償
・
免
除
及
贖
。

（「
二
年
律
令
」
第
三
八
簡
）

〔
四
〕
律
曰
（
中
略
）
敎
人
不
孝
、
次
不
孝
之
律
。
不
孝
者
、
棄
市
。（
張
家
山
漢
簡
「
奏
讞
書
」
案
例
二
一
、
第
一
八
〇
簡
〜
一
八
二
簡
）

〔
五
〕
夫
父
母
死
、
未
葬
、
奸
喪
旁
者
、
當
不
孝
。（「
奏
讞
書
」
案
例
二
一
、
第
一
八
六
簡
）

　
〔
四
〕
で
は
、
不
孝
の
罪
は
「
棄
市
」
に
處
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、〔
二
〕
で
は
「
父
母
告
子
不
孝
」
の
場
合
、
棄
市

に
處
す
る
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
〔
一
〕
と
〔
三
〕
に
も
「
父
母
告
子
不
孝
」
に
關
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
と

も
「
父
母
告
子
不
孝
」
は
、
父
母
が
子
を
不
孝
の
罪
で
告
し
た
場
合
に
限
り
、
犯
罪
が
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
今
日
の
刑
法
學
で
い
う

「
親
告
罪
」（A

ntragsdelikt

）
に
近
似
す
る
。

　

そ
れ
で
は
、〔
四
〕
の
「
不
孝
」
と
〔
一
〕
〜
〔
三
〕
の
「
父
母
告
子
不
孝
」
は
い
か
な
る
關
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。〔
四
〕
に

「
不
孝
者
、
棄
市
」
と
あ
る
の
に
よ
る
と
、
不
孝
罪
は
一
般
に
棄
市
に
處
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
ご
と
く
で
あ
る
が
、「
父
母
告
子

不
孝
」
が
〔
四
〕
で
い
う
「
不
孝
」
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
と
、「
父
母
告
子
不
孝
」
以
外
に
も
不
孝
罪
に
問
わ
れ
る
場
合
が

存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
父
母
の
告
に
よ
っ
て
成
立
す
る
不
孝
罪
の
他
に
も
、
父
母
以
外
の
者
の
告
あ
る
い
は
「
劾
」
に

よ
っ
て
成
立
す
る
不
孝
罪
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る

（
３
）。

一
方
、〔
四
〕
が
〔
二
〕
の
「
父
母
告
子
不
孝
、
皆
棄
市
」
を
省
略
し
て
引
用

（113）
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し
た
も
の
と
す
る
と
、
不
孝
罪
は
一
般
に
父
母
が
子
を
告
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ

の
場
合
で
も
一
般
規
定
に
對
す
る
例
外
と
し
て
、
父
母
以
外
の
告
劾
に
よ
っ
て
成
立
す
る
不
孝
罪
が
設
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
。

　

本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
疑
問
點
か
ら
出
發
し
、
秦
・
漢
の
不
孝
罪
は
一
般
に
父
母
の
告
を
成
立
要
件
と
し
て
い
た
の
か
否
か
を
檢

討
し
、
そ
の
意
義
や
背
景
を
考
察
す
る
。

第
一
節　

各
條
文
に
對
す
る
分
析

　

本
節
で
は
ま
ず
豫
斷
を
廢
し
て
〔
一
〕
〜
〔
三
〕
そ
の
も
の
の
み
を
檢
討
す
る
と
、
い
か
な
る
解
釋
が
え
ら
れ
る
か
を
提
示
し
た

い
。

　
〔
一
〕
で
は
子
が
父
母
を
「
殺
」・「
傷
」・「
毆
」・「
詈
」・「
牧
殺
」
し
た
場
合

（
４
）、

あ
る
い
は
父
母
が
子
の
不
孝
を
告
し
た
場
合
、
子

が
逃
亡
し
、
既
に
「
命
」
せ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
た
と
え
「
自
出
」
し
た
と
し
て
も
、
自
出
と
し
て
扱
わ
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
い
う
「
命
」
と
は
罪
名
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二
年
律
令
「
具
律
」
に
、

有
罪
當
完
城
旦
舂
・
鬼
新
（
薪
）
白
粲
以
上
而
亡
、
以
其
罪
命
之
。（
第
一
二
二
簡
・
一
二
三
簡
）

と
あ
り
、
完
城
旦
舂
・
耐
鬼
薪
白
粲
以
上
に
あ
た
る
罪
を
犯
し
て
逃
亡
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
逃
亡
中
で
あ
っ
て
も
先
に
罪
名
を
確
定

す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
自
出
と
は
逃
亡
中
の
者
が
官
憲
へ
出
頭
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二
年
律
令
「
亡
律
」
に
、

諸
亡
自
出
、
減
之
。
毋
名
者
、
皆
減
其
罪
一
等
。（
第
一
六
六
簡
）

と
あ
る
の
に
よ
る
と
、
自
出
す
れ
ば
一
等
減
刑
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、〔
一
〕
の
場
合
に
は
自
出
と
し
て
扱
わ
れ
な

い
の
で
、
減
刑
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
本
條
で
定
め
る
犯
罪
が
許
さ
れ
ざ
る
重
罪
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（112）



4
　

假
に
「
父
母
告
子
不
孝
」
が
不
孝
罪
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
と
、
他
に
も
不
孝
罪
に
あ
た
る
行
爲
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
父
母
告
子
不
孝
」
と
並
列
さ
れ
て
い
る
「
子
殺
傷
毆
詈
・
牧
殺
父
母
」
の
中
に
も
、
不
孝
罪
に
あ
た
る
行
爲
が
含

ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
假
に
「
子
殺
傷
毆
詈
・
牧
殺
父
母
」
の
う
ち
「
詈
」
の
み
不
孝
罪
に
あ
た
る
と
す

る
と
、
不
孝
罪
の
う
ち
子
が
父
母
を
罵
っ
た
場
合
と
、
父
母
が
子
の
不
孝
を
告
し
た
場
合
に
限
り
、
た
と
え
自
出
し
た
と
し
て
も
、
自

出
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
子
殺
傷
毆
詈
・
牧
殺
父
母
」
の
中
に
不
孝
罪
に
あ
た
る
行
爲
が
な
い
と
い
う
可

能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
不
孝
罪
の
う
ち
「
父
母
告
子
不
孝
」
の
場
合
に
限
っ
て
自
出
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、「
父
母
告
子
不
孝
」
が
不
孝
罪
の
全
て
を
指
す
と
す
る
と
、
不
孝
罪
に
つ
い
て
は
全
て
の
場
合
に
お
い
て
、
自
出
が
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、「
父
母
告
子
不
孝
」
と
並
列
さ
れ
て
い
る
「
子
殺
傷
毆
詈
・
牧
殺
父
母
」
の
中
に
は
、
當
然
不
孝

に
含
ま
れ
る
行
爲
は
な
い
。

　

次
に
〔
三
〕
を
見
る
と
、
子
が
父
母
を
賊
殺
傷
・
牧
殺
・
毆
・
詈
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
父
母
が
子
の
不
孝
を
告
し
た
場
合
、
妻
子

の
う
ち
「
收
」
の
對
象
者
は
み
な
「
錮
」（
拘
束
・
監
禁
の
意
か
）
し
、
爵
に
よ
っ
て
こ
れ
を
償
う
こ
と
、
免
除
す
る
こ
と
、
贖
罪
す
る

こ
と
を
認
め
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
收
と
は
二
年
律
令
「
收
律
」
に
、

罪
人
完
城
旦
・
鬼
薪
以
上
、
及
坐
奸
府
（
腐
）
者
、
皆
收
其
妻
子
・
財
・
田
宅
。（
第
一
七
四
簡
）

と
あ
り
、
完
城
旦
・
耐
鬼
薪
以
上
の
罪
を
犯
し
た
場
合
、
罪
人
の
妻
子
・
財
産
・
田
宅
を
沒
收
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
錮
の
免
除

が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、〔
一
〕
と
同
樣
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
が
重
罪
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

本
條
に
つ
い
て
も
〔
一
〕
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
假
に
「
父
母
告
子
不
孝
」
が
不
孝
罪
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
す

る
と
、
こ
れ
と
並
列
さ
れ
て
い
る
「
賊
殺
傷
父
母
、
牧
殺
父
母
、
歐
（
毆
）
詈
父
母
」
の
中
に
も
、
不
孝
罪
に
あ
た
る
行
爲
が
含
ま
れ

て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
不
孝
罪
の
中
で
も
そ
の
行
爲
と
「
父
母
告
子
不
孝
」
の
み
が
錮
免
除
の
對
象
と
な
ら
な
い
こ
と
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に
な
る
。「
賊
殺
傷
父
母
、
牧
殺
父
母
、
歐
（
毆
）
詈
父
母
」
に
不
孝
罪
に
あ
た
る
行
爲
が
な
い
場
合
、
不
孝
罪
の
中
で
も
「
父
母
告

子
不
孝
」
の
み
が
錮
免
除
の
對
象
と
な
ら
な
い
。
一
方
、「
父
母
告
子
不
孝
」
が
不
孝
罪
の
全
て
を
指
す
と
す
る
と
、
不
孝
罪
は
全
て

の
場
合
に
お
い
て
、
錮
免
除
の
對
象
と
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、「
父
母
告
子
不
孝
」
と
並
列
さ
れ
て
い
る
「
賊
殺
傷
父

母
、
牧
殺
父
母
、
歐
（
毆
）
詈
父
母
」
の
中
に
は
、
當
然
不
孝
に
含
ま
れ
る
行
爲
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
父
母
告
子
不
孝
」
が
不
孝
罪
全
體
を
意
味
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
の
解
釋
を
と
っ
た
と
し
て
も
、

〔
一
〕
と
〔
三
〕
に
つ
い
て
は
矛
盾
な
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、〔
二
〕
に
つ
い
て
は
、「
父
母
告
子
不
孝
」
が
不
孝

罪
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
前
提
で
讀
む
と
、
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
。〔
二
〕
で
は
子
が
父
母
を
牧
殺
し
た
場
合
、
祖
父
母
・

父
母
・
假
大
母
・
主
母
・
後
母
を
毆
る
あ
る
い
は
詈
っ
た
場
合
、
父
母
が
子
の
不
孝
を
告
し
た
場
合
、
子
は
い
ず
れ
も
棄
市
に
處
す
る

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
假
に
「
父
母
告
子
不
孝
」
が
不
孝
罪
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
と
、〔
二
〕
は
不
孝
罪
の
中
で
も
「
父
母

告
子
不
孝
」
の
場
合
に
限
り
（
あ
る
い
は
牧
殺
・
毆
・
詈
の
中
に
も
不
孝
罪
に
あ
た
る
行
爲
が
あ
る
と
も
解
し
う
る
）、
棄
市
に
處
さ
れ
る
こ

と
を
定
め
た
も
の
と
な
る
が
、
こ
れ
は
〔
四
〕
の
「
不
孝
者
、
棄
市
」
と
矛
盾
す
る
。〔
四
〕
に
よ
る
と
、
不
孝
罪
は
一
般
に
棄
市
に

處
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
て
、「
父
母
告
子
不
孝
」
だ
け
が
棄
市
に
處
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。〔
一
〕
と
〔
三
〕
に
お
い
て
「
父
母
告
子

不
孝
」
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
條
文
が
不
孝
罪
の
中
で
も
「
父
母
告
子
不
孝
」
の
み
を
「
不
得
爲
自
出
」
あ
る
い
は
「
其
妻
子

爲
收
者
、
皆
錮
、
令
毋
得
以
爵
償
・
免
除
及
贖
」
と
い
う
法
律
効
果
の
對
象
と
し
て
い
る
た
め
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
、〔
二
〕
の
法
律
効
果
は
棄
市
で
あ
っ
て
、「
父
母
告
子
不
孝
」
も
不
孝
罪
一
般
も
棄
市
に
あ
た
る
の
で
、〔
一
〕
に
お
い
て
「
父

母
告
子
不
孝
」
の
み
に
限
定
す
る
理
由
は
な
い
。

　

し
か
も
、〔
二
〕
で
は
そ
れ
に
續
い
て
「
父
母
告
子
不
孝
」
に
關
す
る
規
定
が
續
く
が
、
最
後
に
「
敎
人
不
孝
、
黥
爲
城
旦
舂
」
と

あ
る
。
こ
れ
は
不
孝
罪
一
般
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
父
母
告
子
不
孝
」
の
場
合
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
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以
上
、
少
な
く
と
も
〔
一
〕
〜
〔
三
〕
か
ら
す
る
と
、「
父
母
告
子
不
孝
」
は
不
孝
罪
一
般
を
い
う
も
の
と
一
應
考
え
る
こ
と
が
で

き
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
孝
罪
は
原
則
と
し
て
父
母
に
よ
る
告
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
犯
罪
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ

し
、「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
通
り
、
一
般
規
定
に
對
す
る
例
外
と
し
て
、
父
母
以
外
の
告
劾
に
よ
っ
て
成
立
す
る
不
孝
罪
が
設
け

ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

第
二
節　

父
母
の
死
と
不
孝
罪

　

次
に
、
本
節
で
は
〔
五
〕
に
つ
い
て
檢
討
す
る
。〔
五
〕
で
は
「「
夫
父
母
」
が
死
亡
し
、
ま
だ
葬
っ
て
い
な
い
と
き
、
喪
に
服
し
て

い
る
と
こ
ろ
の
傍
ら
で
和
姦
に
及
ん
だ
場
合
、
不
孝
に
あ
た
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
夫
父
母
」
の
解

釋
で
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
は
以
下
の
四
つ
の
説
が
あ
る
。

①
「
夫
、
父
母
」
と
讀
み
、「
夫
と
父
母
」
の
意
と
す
る
説

（
５
）。

②
「
夫
父
母
」
と
讀
み
、「
夫
の
父
母
」
の
意
と
す
る
説

（
６
）。

③
「
夫
父
母
」
と
讀
み
、「
夫
」
を
語
氣
詞
と
解
す
る
説

（
７
）。

④
「
夫
」
を
衍
字
と
す
る
説

（
８
）。

　

①
に
よ
る
と
、
夫
が
死
亡
し
、
遺
體
が
ま
だ
葬
ら
れ
て
い
な
い
と
き
、
喪
に
服
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
傍
ら
で
妻
が
和
姦
に
及
ん
だ
場

合
で
あ
っ
て
も
、
不
孝
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
不
孝
は
法
律
上
に
し
ろ
人
倫
上
に
し
ろ
、
子
と
父
母
と
の
間
で
成
立
し
う

る
も
の
で
あ
っ
て
、
夫
妻
の
間
で
成
立
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
假
に
本
來
は
不
孝
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
法
律
上
不
孝
と
し
て
扱

う
、
つ
ま
り
不
孝
罪
の
規
定
を
準
用
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
當
」
で
は
な
く
「
比
」
や
「
與
同
辠
」・「
與
同
灋
」
な
ど
の
表
現

が
用
い
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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7 秦漢律における不孝罪の成立要件と父母の「告」
　

ま
た
、〔
五
〕
は
張
家
山
漢
簡
「
奏
讞
書
」
案
例
二
一
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
張
建
國
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、
①
は
案
例
二
一
の

内
容
と
合
わ
な
い

（
９
）。

そ
も
そ
も
案
例
二
一
は
次
の
よ
う
な
事
件
で
あ
る
。

　

公
士
丁
が
病
死
し
た
の
で
、
遺
族
は
遺
體
を
棺
に
入
れ
て
堂
上
に
安
置
し
た
。
そ
の
夜
、
丁
の
妻
甲
と
丁
の
母
素
が
棺
の
周
り

で
哭
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
甲
と
男
子
丙
は
棺
背
後
の
寢
室
へ
入
り
、
和
姦
に
及
ん
だ
。
翌
朝
、
素
は
甲
を
吏
に
訴
え
た
。
吏
は
甲

を
逮
捕
し
た
も
の
の
、
い
か
な
る
罪
に
あ
た
る
の
か
が
問
題
と
な
り
、
廷
尉
府
で
議
論
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
次
の

よ
う
な
結
論
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、
律
に
よ
る
と
、
夫
が
死
亡
し
た
場
合
、
妻
の
相
續
順
位
は
夫
の
父
母
に
次
ぐ
。
ま
た
、

「
夫
父
母
」
が
死
亡
し
、
ま
だ
葬
っ
て
い
な
い
と
き
、
喪
に
服
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
傍
ら
で
和
姦
に
及
ん
だ
場
合
、
不
孝
の
罪
に

あ
た
る
。
妻
は
、
夫
を
相
續
す
る
う
え
で
は
夫
の
父
母
に
次
ぐ
地
位
に
あ
る
の
で
、
夫
の
遺
體
の
傍
ら
で
和
姦
す
る
こ
と
は
、
不

孝
に
次
ぐ
罪
に
あ
た
る
。
不
孝
に
次
ぐ
罪
と
し
て
、
人
に
不
孝
な
行
爲
を
な
す
よ
う
敎
え
る
と
い
う
罪
が
あ
り
、
黥
城
旦
舂
に
あ

た
る
。
し
か
し
、
甲
は
公
士
の
妻
な
の
で
、
律
に
よ
り
完
舂
と
な
る
。
さ
ら
に
、
甲
の
行
爲
は
「
敖
悍
」
の
罪
に
あ
た
り
、
完
舂

と
な
る
。（
よ
っ
て
、「
二
罪
從
重
」
に
よ
り
、）
甲
は
完
舂
に
處
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

）
（1
（

、
と
。
と
こ
ろ
が
、
後
日
廷
史
申
が
出
張
よ

り
廷
尉
府
へ
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
以
上
の
判
決
の
誤
り
を
指
摘
し
、
廷
尉
府
で
も
誤
り
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
廷
尉
府
は
甲
の
行
爲
が
い
か
な
る
罪
に
あ
た
る
か
頭
を
悩
ま
せ
、
結
局
さ
ま
ざ
ま
な
條
文
を
類
推
解
釋
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
解
決
を
圖
っ
て
い
る
。
も
し
①
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、〔
五
〕
は
「
夫
あ
る
い
は
父
母
が
死
亡
し
、
ま
だ
葬
っ
て
い
な
い
と

き
、
喪
に
服
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
傍
ら
で
和
姦
に
及
ん
だ
場
合
、
不
孝
に
あ
た
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、
夫
が
死
亡
し
た
場
合
に

限
っ
て
い
え
ば
、
ま
さ
に
本
件
の
狀
況
に
合
致
す
る
の
で
、
本
件
で
も
直
接
〔
五
〕
を
適
用
す
れ
ば
濟
む
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

①
は
成
り
立
ち
え
な
い
。

　

次
に
、
②
に
よ
る
と
、〔
五
〕
は
「
夫
の
父
母
が
死
亡
し
、
ま
だ
葬
っ
て
い
な
い
と
き
、
喪
に
服
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
傍
ら
で
妻
が
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和
姦
し
た
場
合
、
不
孝
に
あ
た
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
つ
ま
り
、
夫
の
父
母
に
對
し
て
不
孝
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
確
か

に
、
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
「
東
海
孝
婦
」
の
説
話
に
も
あ
る
通
り

）
（（
（

、
少
な
く
と
も
當
時
の
人
倫
觀
念
の
上
で
は
、
妻
と
夫
の
父
母
と
の
間

で
も
「
孝
」
は
成
立
し
う
る
。
し
か
し
、〔
二
〕
で
は
「
子
牧
殺
父
母
、
毆
詈
泰
父
母
・
父
母
・
叚
（
假
）
大
母
・
主
母
・
後
母
、
及

父
母
告
子
不
孝
」
と
あ
り
、
實
の
「
母
」
と
「
後
母
」（
繼
母
）
さ
え
嚴
格
に
區
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
父
母
告
子
不
孝
」
の

「
父
母
」
に
夫
の
父
母
が
含
ま
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
後
世
の
唐
律
で
も
、
夫
の
父
母
に
對
し
て
不
孝
が
成
立
す
る
こ
と
は
な

い
。
唐
律
で
は
祖
父
母
・
父
母
を
告
す
れ
ば
「
不
孝
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
が

）
（1
（

、
夫
の
父
母
を
告
す
れ
ば
「
不
睦
」
と
な
る

）
（1
（

。

　

次
に
、
③
・
④
に
よ
る
と
、〔
五
〕
は
「
父
母
が
死
亡
し
、
ま
だ
葬
っ
て
い
な
い
と
き
、
そ
の
傍
ら
で
和
姦
に
及
ん
だ
場
合
、
不
孝

に
あ
た
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
當
時
の
法
律
の
條
文
に
お
い
て
、「
夫
」
を
文
頭
の
語
氣
詞
と
し
て
用
い
て
い
る
例

は
他
に
な
く
、
③
に
つ
い
て
は
そ
の
點
が
疑
問
で
な
い
こ
と
も
な
い
。

　

以
上
、
③
と
④
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
〔
五
〕
は
「
父
母
が
死
亡
し
、
ま
だ
埋
葬
さ
れ
て

い
な
い
と
き
、
そ
の
傍
ら
で
和
姦
に
及
ん
だ
場
合
、
不
孝
に
あ
た
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
す
る
と
、
死
亡
し
た
父
母
本
人
が
告
を

行
え
る
は
ず
も
な
い
の
で
、〔
五
〕
に
お
い
て
父
母
の
死
後
に
な
さ
れ
た
行
爲
が
不
孝
と
し
て
處
罰
の
對
象
と
な
る
か
ら
に
は
、
父
母

以
外
の
者
に
よ
る
告
劾
が
法
律
上
認
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
〔
五
〕
に
對
す
る
分
析
か
ら
す
る

と
、「
父
母
告
子
不
孝
」
の
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

第
三
節　

事
例
か
ら
見
る
不
孝
罪
と
告

　

第
一
節
と
第
二
節
で
は
法
律
の
條
文
の
み
を
分
析
の
對
象
と
し
た
が
、
次
に
秦
・
漢
に
お
け
る
不
孝
罪
の
事
例
の
う
ち
、
告
と
の
關

係
が
窺
わ
れ
る
も
の
を
見
て
み
た
い

）
（1
（

。
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9 秦漢律における不孝罪の成立要件と父母の「告」

〔
六
〕
免
老
告
人
以
爲
不
孝
、
謁
殺
、
當
三
環
之
不
。
不
當
環
、
亟
執
勿
失
。（
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」
第
一
〇
二
簡
））

（1
（

〔
七
〕
告
子　

爰
書
、
某
里
士
五
（
伍
）
甲
告
曰
、
甲
親
子
同
里
士
五
（
伍
）
丙
不
孝
、
謁
殺
。
敢
告
。（
睡
虎
地
秦
簡
「
封
診
式
」
第

五
〇
簡
）

〔
八
〕
更
爲
書
賜
長
子
扶
蘇
曰
（
中
略
）
扶
蘇
爲
人
子
不
孝
、
其
賜
劍
以
自
裁
。
將
軍
恬
與
扶
蘇
居
外
、
不
匡
正
、
宜
知
其
謀
、
爲
人

臣
不
忠
、
其
賜
死
、
以
兵
屬
裨
將
王
離
。（『
史
記
』
卷
八
七
李
斯
列
傳
）

〔
九
〕
公
子
高
欲
奔
、
恐
收
族
、
乃
上
書
曰
（
中
略
）
臣
當
從
死
而
不
能
、
爲
人
子
不
孝
、
爲
人
臣
不
忠
。
不
忠
者
無
名
以
立
於
世
、

臣
請
從
死
、
願
葬
酈
山
之
足
。
唯
上
幸
哀
憐
之
。（
中
略
）
胡
亥
可
其
書
、
賜
錢
十
萬
以
葬
。（『
史
記
』
李
斯
列
傳
）

〔
一
〇
〕
王
后
徐
來
亦
坐
蠱
殺
前
王
后
乘
舒
、
及
太
子
爽
坐
王
告
不
孝
、
皆
弃
市
。（『
史
記
』
卷
一
一
八
衡
山
列
傳
）

〔
一
一
〕
公
卿
治
、
奏
以
爲
不
孝
、
請
誅
王
及
太
后

）
（1
（

。
天
子
曰
、
首
惡
失
道
、
任
后
也
。
朕
置
相
吏
不
逮
、
無
以
輔
王
、
故
陷
不
誼
、

不
忍
致
法
。
削
梁
王
五
縣
、
奪
王
太
后
湯
沐
成
陽
邑
、
梟
任
后
首
于
市
。（『
漢
書
』
卷
四
七
文
三
王
傳
）

〔
一
二
〕
尚
書
令
復
讀
曰
（
中
略
）
臣
敞
等
謹
與
博
士
臣
霸
・
臣
雋
舍
・
臣
德
・
臣
虞
舍
・
臣
射
・
臣
倉
議
、
皆
曰
（
中
略
）
今
陛
下
嗣

孝
昭
皇
帝
後
、
行
淫
辟
不
軌
。（
中
略
）
五
辟
之
屬
、
莫
大
不
孝
。
周
襄
王
不
能
事
母
。
春
秋
曰
、
天
王
出
居
于
鄭
。
繇
不
孝
出

之
、
絕
之
於
天
下
也
。
宗
廟
重
於
君
。
陛
下
未
見
命
高
廟
、
不
可
以
承
天
序
、
奉
祖
宗
廟
、
子
萬
姓
、
當
廢
。（
中
略
）
皇
太
后

詔
曰
、
可
。（
中
略
）
羣
臣
奏
言
、
古
者
廢
放
之
人
屏
於
遠
方
、
不
及
以
政
。
請
徙
王
賀
漢
中
房
陵
縣
。
太
后
詔
歸
賀
昌
邑
、
賜

湯
沐
邑
二
千
戶
。（『
漢
書
』
卷
六
八
霍
光
傳
）

〔
一
三
〕
春
正
月
、
美
陽
女
子
告
假
子
不
孝
、
曰
、
兒
常
以
我
爲
妻
、
妒
笞
我
。
尊
聞
之
、
遣
吏
收
捕
驗
問
、
辭
服
。（『
漢
書
』
卷
七
六

王
尊
傳
）

〔
一
四
〕
晃
及
弟
利
侯
剛
與
母
太
姬
宗
更
相
誣
告
。
章
和
元
年
、
有
司
奏
請
免
晃
、
剛
爵
爲
庶
人
、
徙
丹
陽
。
帝
不
忍
、
下
詔
曰
（
中
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略
）
晃
・
剛
愆
乎
至
行
、
濁
乎
大
倫
。
甫
刑
三
千
、
莫
大
不
孝
。
朕
不
忍
置
之
于
理
、
其
貶
晃
爵
爲
蕪
湖
侯
、
削
剛
戶
三
千
。

（『
後
漢
書
』
卷
一
四
宗
室
四
王
三
侯
列
傳
）

〔
一
五
〕
覽
初
到
亭
、
人
有
陳
元
者
、
獨
與
母
居
、
而
母
詣
覽
告
元
不
孝
。（『
後
漢
書
』
卷
七
六
循
吏
列
傳
）

〔
一
六
〕
覽
爲
縣
陽
遂
亭
長
、
好
行
敎
化
。
人
羊
元
凶
惡
不
孝
、
其
母
詣
覽
言
元
。（『
後
漢
書
』
循
吏
列
傳
所
引
『
謝
承
書
』）

〔
一
七
〕
漢
中
程
文
矩
妻
者
、
同
郡
李
法
之
姊
也
、
字
穆
姜
。
有
二
男
、
而
前
妻
四
子
。
文
矩
爲
安
眾
令
、
喪
於
官
。
四
子
以
母
非
所

生
、
憎
毀
日
積
、
而
穆
姜
慈
愛
溫
仁
、
撫
字
益
隆
、
衣
食
資
供
皆
兼
倍
所
生
。
或
謂
母
曰
、
四
子
不
孝
甚
矣
。
何
不
別
居
以
遠

之
。
對
曰
、
吾
方
以
義
相
導
、
使
其
自
遷
善
也
。
及
前
妻
長
子
興
遇
疾
困
篤
、
母
惻
隱
自
然
、
親
調
藥
膳
、
恩
情
篤
密
。
興
疾
久

乃
瘳
。
於
是
呼
三
弟
謂
曰
、
繼
母
慈
仁
、
出
自
天
受
。
吾
兄
弟
不
識
恩
養
、
禽
獸
其
心
。
雖
母
道
益
隆
、
我
曹
過
惡
亦
已
深
矣
。

遂
將
三
弟
詣
南
鄭
獄
、
陳
母
之
德
、
狀
己
之
過
、
乞
就
刑
辟
。
縣
言
之
於
郡
、
郡
守
表
異
其
母
、
蠲
除
家
徭
、
遣
散
四
子
、
許
以

脩
革
、
自
後
訓
導
愈
明
、
並
爲
良
士
。（『
後
漢
書
』
卷
八
四
列
女
傳
）

〔
一
八
〕
後
董
卓
戮
太
后
、
被
以
不
孝
之
名
、
放
廢
天
子
、
後
復
害
之
。（『
續
漢
書
』
五
行
志
五
）

〔
一
九
〕
卓
使
司
隸
校
尉
劉
囂
籍
吏
民
有
爲
子
不
孝
、
爲
臣
不
忠
、
爲
吏
不
清
、
爲
弟
不
順
、
有
應
此
者
皆
身
誅
、
財
物
沒
官
。（『
三

國
志
』
卷
六
魏
書
董
二
傳
所
引
西
晉
王
沈
『
魏
書
』）

　

以
上
の
う
ち
、〔
六
〕
と
〔
七
〕
は
出
土
文
獻
、〔
八
〕
以
降
は
傳
世
文
獻
の
記
載
と
い
う
違
い
が
あ
る
が
、
兩
者
は
事
例
と
し
て
の

性
格
も
異
な
る
。〔
八
〕
以
降
は
當
時
の
實
例
で
あ
る
。
一
方
、〔
六
〕
は
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」
の
記
述
で
あ
り
、「
免
老
」（
一

定
の
老
齡
へ
達
し
た
こ
と
に
よ
り
、
徭
役
を
免
除
さ
れ
た
者
）
が
「
人
」
を
不
孝
の
罪
で
告
し
、
殺
す
よ
う
求
め
た
場
合
、「
三
環
」（
告
を

三
度
退
け
る
）
の
手
續
を
と
る
べ
き
か
否
か
が
問
答
體
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、〔
七
〕
は
睡
虎
地
秦
簡
「
封
診
式
」
の
記
述
で
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あ
る
が
、
封
診
式
は
當
時
の
司
法
文
書
の
書
式
例
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、〔
六
〕
と
〔
七
〕
は
假
想
の
事
例
と
も
考
え
ら
れ
る

し
、
あ
る
い
は
過
去
實
際
に
起
こ
っ
た
事
件
を
例
に
と
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
事
例
で
あ
る
こ
と
に
變

わ
り
は
な
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
〔
八
〕
以
降
と
合
わ
せ
て
檢
討
の
對
象
と
し
た
。

　

さ
て
、
以
上
の
う
ち
〔
七
〕・〔
一
〇
〕・〔
一
五
〕・〔
一
六
〕
で
は
、
い
ず
れ
も
父
母
が
子
の
不
孝
を
告
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

〔
七
〕
で
は
甲
が
子
の
丙
、〔
一
〇
〕
で
は
衡
山
王
劉
賜
が
太
子
劉
爽
、〔
一
五
〕
で
は
母
が
子
の
陳
元
、〔
一
六
〕
で
は
母
が
子
の
羊
元

を
そ
れ
ぞ
れ
不
孝
の
罪
で
告
し
て
い
る
。
ま
た
、〔
一
三
〕
で
は
母
が
「
假
子
」（
前
妻
の
子
）
を
告
し
て
い
る

）
（1
（

。
先
述
の
通
り
〔
二
〕

で
は
、
實
の
「
母
」
と
「
後
母
」
は
嚴
格
に
區
別
さ
れ
て
お
り
、
後
母
は
「
父
母
告
子
不
孝
」
の
「
父
母
」
に
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ

る
。
し
か
し
、〔
二
〕
が
漢
王
朝
草
創
期
の
律
の
條
文
で
あ
る
の
に
對
し
、〔
一
三
〕
は
初
元
年
間
（
紀
元
前
四
八
年
〜
前
四
四
年
）
以
降

に
發
生
し
た
事
件
で
あ
る
か
ら

）
（1
（

、
そ
の
頃
ま
で
に
は
「
父
母
告
子
不
孝
」
と
い
う
規
定
そ
の
も
の
が
改
め
ら
れ
た
か
、
あ
る
い
は
後
母

も
「
父
母
」
と
同
じ
扱
い
を
す
る
と
い
う
補
充
法
規
が
他
に
制
定
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
後
母
も
「
父
母
」
に
當
然
含
ま
れ
る
と
い
う

解
釋
が
定
着
す
る
な
ど
し
て
、
後
母
も
實
の
母
と
同
じ
く
、
子
の
不
孝
を
告
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
後
述
す
る
通
り
、
後
漢
の
事
件
で
あ
る
〔
一
七
〕
で
も
、
前
妻
の
子
が
後
母
に
對
し
て
不
孝
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
み
ず
か
ら
縣

の
獄
へ
申
告
し
て
い
る
。

　

ま
た
、〔
一
四
〕
で
は
齊
王
劉
晃
と
弟
利
侯
劉
剛
が
母
太
姬
宗
と
互
い
に
誣
告
し
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
後
漢
の
章
帝
は
詔
を
下
し
、

晃
と
剛
の
行
爲
は
不
孝
に
あ
た
る
が
、
彼
ら
の
罪
を
審
理
す
る
に
忍
び
な
い
の
で
、
晃
を
蕪
湖
侯
に
降
格
し
、
剛
の
戶
を
三
千
削
減
す

る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
不
孝
が
法
律
上
の
不
孝
罪
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
單
に
人
倫
上
の
不
孝
を
い
う
も
の
か
は
判
然

と
し
な
い
が
、
前
者
と
す
れ
ば
太
姫
は
告
の
中
で
晃
と
剛
の
不
孝
も
訴
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
〔
八
〕
で
は
秦
の
始
皇
帝
の
死
後
、
丞
相
李
斯
と
趙
高
が
始
皇
帝
の
遺
詔
を
僞
造
し
、
そ
の
内
容
は
長
子
扶
蘇
の
不
孝
を
非
難
し
、
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自
害
を
命
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
皇
帝
と
そ
の
子
と
い
う
特
殊
な
例
で
あ
る
が
、
法
律
上
は
皇
帝
が
遺
詔
の
中
で
子
の
不
孝
を

告
し
た
と
理
解
で
き
な
く
も
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
不
孝
も
法
律
上
の
も
の
で
は
な
く
、
人
倫
上
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
。〔
八
〕
の
遺
詔
で
は
將
軍
蒙
恬
も
「
不
忠
」
と
し
て
自
害
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
不
孝
が
罪
名
な
ら
ば
不
忠
も
罪
名

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
不
忠
と
い
う
罪
が
秦
漢
律
に
定
め
ら
れ
て
い
た
樣
子
は
見
え
な
い
。

　

以
上
、〔
八
〕
と
〔
一
四
〕
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
と
に
か
く
秦
・
漢
に
お
い
て
父
母
が
子
の
不
孝
を
告
し
て
い
る

例
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
「
父
母
告
子
不
孝
」
を
法
的
根
據
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一

方
で
、
以
上
の
事
例
の
中
に
は
、
父
母
が
告
を
行
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
孝
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
例
も
見
え
る
。
す
な
わ

ち
、〔
九
〕
と
〔
一
七
〕
で
は
子
が
み
ず
か
ら
の
不
孝
を
國
家
に
申
告
し
、
處
罰
を
求
め
て
い
る
。〔
九
〕
で
は
始
皇
帝
の
死
後
、
秦
は

諸
公
子
を
肅
清
し
た
が
、
公
子
高
は
處
罰
が
親
族
へ
及
ぶ
の
を
回
避
す
る
た
め
、
不
忠
・
不
孝
を
理
由
と
し
て
自
害
を
申
し
出
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
不
孝
も
犯
罪
と
し
て
の
不
孝
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
一
方
、〔
一
七
〕
で
は
程
文
矩
の
前
妻
の
子

四
人
が
、
後
妻
の
穆
姜
に
對
し
て
甚
だ
不
孝
に
あ
た
る
行
爲
を
し
續
け
て
い
た
が
、
後
に
悔
い
て
南
鄭
縣
の
獄
へ
出
頭
し
、
自
分
た
ち

を
處
罰
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
あ
く
ま
で
不
孝
罪
は
父
母
に
よ
る
告
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
と
い
う
理
解
を
前
提
に
し
て
も
、〔
一
七
〕
に
つ
い

て
は
説
明
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
子
が
み
ず
か
ら
の
不
孝
を
告
す
る
こ
と
は
、「
父
母
告
子
不
孝
」
に
該
當
し
な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま

で
は
不
孝
罪
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
、
父
母
が
子
を
不
孝
罪
で
處
罰
す
る
こ
と
に
同
意
す
れ
ば
、
不
孝
罪
が
成
立
す
る
、
と
。
つ
ま

り
、
事
實
上
父
母
の
同
意
を
も
っ
て
告
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
穆
姜
が
日
頃
よ
り
み
ず
か
ら
生
ん
だ
二
子
よ
り
も
、
彼
ら
四
子

を
慈
し
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
彼
ら
を
不
孝
罪
で
處
罰
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。
現
に
〔
一
七
〕
で
は
、
四

子
は
處
罰
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、〔
九
〕
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
も
っ
て
し
て
も
説
明
が
つ
か
な
い
。
公
子
高
の
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父
始
皇
帝
は
既
に
死
亡
し
て
お
り
、
朝
廷
が
高
を
處
罰
す
る
こ
と
に
つ
き
、
そ
の
父
の
同
意
が
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
。

　

ま
た
、〔
一
一
〕
と
〔
一
二
〕
で
は
父
母
以
外
の
者
が
告
を
行
っ
て
い
る
。〔
一
一
〕
は
前
漢
・
武
帝
の
元
朔
年
間
、
梁
の
平
王
劉
襄

が
不
孝
の
罪
に
問
わ
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
事
件
の
經
緯
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
王
の
祖
父
孝
王
劉
武
は
價
千

金
の
罍
樽
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
大
切
に
保
管
し
、
人
に
與
え
る
な
と
戒
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
平
王
の
妃
任
王
后
が
こ
れ
を
欲

し
が
っ
た
の
で
、
孝
王
の
妃
李
太
后
が
反
對
す
る
の
も
聽
か
ず
、
平
王
は
こ
れ
を
任
王
后
へ
與
え
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
平
王
と
そ
の

母
陳
太
后
は
日
頃
か
ら
李
太
后
に
對
し
て
從
順
に
仕
え
て
い
な
か
っ
た
。
李
太
后
は
梁
へ
や
っ
て
き
た
漢
朝
の
使
者
に
こ
れ
を
訴
え
よ

う
と
し
た
が
、
平
王
と
任
王
后
は
門
を
閉
じ
さ
せ
て
こ
れ
を
阻
止
し
、
そ
の
た
め
李
太
后
は
指
を
門
に
挾
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、

李
太
后
は
病
死
し
た
が
、
以
上
の
經
緯
を
知
る
類
犴
反
と
い
う
者
が
朝
廷
へ
通
報
し
た
。
公
卿
ら
は
こ
れ
を
審
理
し
、
平
王
の
行
爲
は

不
孝
に
あ
た
る
と
皇
帝
へ
上
奏
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
類
犴
反
が
平
王
を
不
孝
罪
で
訴
え
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
本
件
は
平
王
の
父
母
の
告
に
よ
っ
て
立
件
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
本
件
に
お
け
る
被
害
者
は
、
父
母
で
は
な

く
祖
母
の
李
太
后
で
あ
っ
て
、
母
の
陳
太
后
は
む
し
ろ
李
太
后
に
よ
く
仕
え
て
い
な
か
っ
た
。〔
二
〕
で
は
「
父
母
」
と
「
泰
（
大
）

父
母
」
す
な
わ
ち
祖
父
母
は
嚴
格
に
區
別
さ
れ
て
い
る
が
、
遲
く
と
も
元
朔
年
間
ま
で
に
は
、
祖
父
母
に
對
し
て
も
不
孝
罪
が
成
立
す

る
こ
と
に
改
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
唐
律
で
も
父
母
の
他
、
祖
父
母
に
對
し
て
も
不
孝
が
成
立
し
た

）
（1
（

。
李
太
后
も
平
王

を
不
孝
罪
で
訴
え
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
訴
え
は
阻
止
さ
れ
、
結
局
本
件
は
父
母
で
も
祖
父
母
で
も
な
い
類
犴

反
の
告
に
よ
っ
て
立
件
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
一
二
〕
で
は
元
平
元
年
（
紀
元
前
七
四
年
）、
昭
帝
が
死
去
し
た
が
、
後
繼
ぎ
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
朝
廷
は
そ
の
甥
昌
邑
王
劉
賀

を
帝
位
に
就
け
た
。
し
か
し
、
昌
邑
王
は
昭
帝
の
た
め
に
喪
に
服
さ
な
い
な
ど
、
淫
亂
の
行
い
が
あ
っ
た
の
で
、
大
司
馬
大
將
軍
の
霍

光
ら
は
皇
太
后
（
昭
帝
の
皇
后
上
官
氏
）
に
上
奏
し
、
昌
邑
王
の
行
爲
は
不
孝
に
あ
た
る
と
し
て
退
位
さ
せ
た
。
本
件
の
場
合
、
そ
も
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そ
も
通
常
の
刑
事
手
續
が
と
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
告
に
相
當
す
る
行
爲
を
行
っ
た
の
は
、
敢
え
て
い
え
ば
霍
光
ら

大
臣
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
不
孝
も
法
律
上
の
不
孝
罪
を
意
味
す
る
も
の
か
否
か
は
判
然
と
し
な
い
。
ち
な

み
に
、
假
に
法
律
上
の
不
孝
罪
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、
昌
邑
王
は
昭
帝
の
子
で
は
な
い
の
で
、
漢
初
で
あ
れ
ば
そ
も
そ
も
不
孝
罪
が

成
立
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
の
通
り
初
元
年
間
（
紀
元
前
四
八
年
〜
前
四
四
年
）
以
降
の
〔
一
三
〕
で
は
、
假
子

が
後
母
に
對
す
る
不
孝
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
。〔
一
二
〕
は
そ
れ
よ
り
も
や
や
前
の
時
期
に
あ
た
る
が
、
當
時
既
に
後
母
に
對
し
て
も

不
孝
罪
が
成
立
し
た
と
す
れ
ば
、
義
父
に
對
し
て
も
不
孝
罪
が
成
立
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

　
〔
一
八
〕
で
は
董
卓
が
「
太
后
」
を
不
孝
の
名
目
を
も
っ
て
殺
戮
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
後
漢
書
』
卷
一
〇
下
皇
后
紀
下
で
は

本
件
に
つ
い
て
、

董
卓
又
議
太
后
踧
迫
永
樂
宮
、
至
令
憂
死
、
逆
婦
姑
之
禮
。
乃
遷
於
永
安
宮
、
因
進
酖
、
弑
而
崩
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
靈
帝
の
皇
后
何
太
后
が
、
永
樂
宮
す
な
わ
ち
靈
帝
の
母
董
太
后
を
憂
死
に
至
ら
し
め
た
こ
と
は
、「
婦
姑
之
禮
」

に
逆
ら
う
行
爲
で
あ
る
と
し
て
、
董
卓
は
何
太
后
を
永
安
宮
へ
移
し
、
酖
毒
を
飮
ま
せ
て
殺
害
し
て
い
る
。
法
律
上
は
董
卓
の
告
に
よ

っ
て
立
件
さ
れ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
本
件
も
法
律
上
の
不
孝
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
も
そ
も
後
漢
末
期
に
お
い

て
も
夫
の
妻
と
夫
の
母
と
の
間
で
不
孝
罪
が
成
立
し
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　

ま
た
、〔
一
九
〕
に
よ
る
と
、
董
卓
は
吏
民
の
う
ち
不
孝
の
者
を
司
隸
校
尉
劉
囂
に
調
べ
上
げ
さ
せ
て
處
罰
し
、
財
産
を
沒
收
し
た

と
い
う
。
こ
れ
も
父
母
が
告
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
國
家
の
判
斷
に
よ
っ
て
不
孝
の
成
否
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
も

っ
と
も
、〔
一
九
〕
で
は
不
孝
と
竝
ん
で
「
不
忠
」
の
臣
、「
不
清
」
の
吏
、「
不
順
」
の
弟
も
處
罰
の
對
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

こ
で
い
う
不
孝
も
必
ず
し
も
法
律
上
の
犯
罪
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
む
し
ろ
史
書
に
特
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
取
締
り
は
通
常
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
單
な
る
董
卓
の
暴
政
の
所
産
で
あ
り
、
正
當
な
刑
事
手
續
に
よ
る
も
の
で
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は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
事
例
の
う
ち
、〔
九
〕・〔
一
一
〕・〔
一
二
〕・〔
一
七
〕
〜
〔
一
九
〕
で
は
不
孝
の
被
害
者
、
す
な
わ
ち
父
母
・
祖
父

母
の
告
が
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
〔
九
〕・〔
一
一
〕・〔
一
二
〕
は
不
孝
の
被
害
者
た
る
父
母
あ
る
い
は
祖
父
母
が
既
に
死
亡
し
て
い

る
と
い
う
點
で
共
通
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
先
述
の
通
り
〔
九
〕
と
〔
一
二
〕
の
「
不
孝
」
は
法
律
上
の
も
の
で
な
い
可
能
性
が
あ

る
の
で
、
こ
こ
で
檢
討
の
對
象
と
で
き
る
の
は
〔
一
一
〕
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。〔
一
一
〕
で
は
祖
母
の
生
前
に
な
さ
れ
た
行
爲

が
死
後
不
孝
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
の
に
對
し
、
前
節
で
檢
討
し
た
〔
五
〕
で
は
父
母
の
死
後
に
な
さ
れ
た
行
爲
が
不
孝
罪
に
問
わ
れ
る

と
い
う
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
不
孝
罪
の
被
害
者
が
死
亡
し
て
い
る
と
い
う
點
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
不
孝
罪
の

被
害
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
行
爲
が
生
前
に
行
わ
れ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
第
三
者
に
よ
る
告
劾
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、〔
六
〕
に
「
免
老
告
人
以
爲
不
孝
」
と
あ
り
、
免
老
が
「
人
」
を
不
孝
罪
で
告
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
人
」
に
つ
い
て
は
、
他
人
を
指
す
と
す
る
説
も
あ
る
が

）
11
（

、
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
は
子
を
指
す
と
解
し
て
い
る

）
1（
（

。
し
か

し
、
秦
・
漢
の
法
律
關
聯
文
書
で
は
、「
人
」
は
一
般
に
自
分
以
外
の
者
を
指
し
、
特
定
の
者
を
指
す
場
合
に
限
り
、「
人
」
以
外
の
語

が
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
二
年
律
令
「
賊
律
」
に
、

賊
殺
人
、
鬭
而
殺
人
、
棄
市
。（
第
二
一
簡
）

と
あ
る
の
に
對
し
、
ま
た
同
篇
に
、

子
賊
殺
傷
父
母
、
奴
婢
賊
殺
傷
主
・
主
父
母
妻
子
、
皆
梟
其
首
市
。（
第
三
四
簡
）

と
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
。〔
六
〕
の
「
人
」
も
免
老
本
人
以
外
の
者
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
免
老
は
あ
た
か
も
自
分
の
子
の

み
な
ら
ず
、
他
人
を
も
不
孝
罪
で
告
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
も
讀
め
る
。
現
に
、
堀
敏
一
氏
は
〔
六
〕
に
つ
い
て
、「
村
落
共
同
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體
的
な
規
制
が
家
に
及
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
の
規
制
力
を
代
表
す
る
長
老
の
權
力
が
、「
免
老
」
と
か
「
告
」
と
か
い
う
新
し
い
國
家

法
的
な
裝
い
を
こ
ら
し
て
、
殘
存
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る

）
11
（

。
し
か
し
、
以
上
の
檢
討
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
免

老
が
「
人
」
を
不
孝
罪
で
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
被
害
者
た
る
父
母
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、

〔
六
〕
に
お
い
て
「
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
被
害
者
た
る
父
母
が
既
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
を
も
想
定
し
て
い
る
た
め
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
「
人
」
に
は
子
も
含
ま
れ
、
免
老
本
人
が
自
分
の
子
を
告
す
る
場
合
も
含
ま
れ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
不
孝
罪
の
被
害
者
た
る
父
母
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
、
子
を
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
第
三
者
は
、
免
老
に
限
ら
れ

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。〔
二
〕
に
よ
る
と
、
七
〇
歳
以
上
の
者
が
子
の
不
孝
を
告
し
た
場
合
、
告
の
受
理
を
司
る
機
關
（
通
常
は

縣
あ
る
い
は
道
）
は
必
ず
三
度
告
を
退
け
（
三
環
）、
そ
れ
で
も
な
お
告
し
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
告
を
受
理
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い

る
。
二
年
律
令
「
傅
律
」
に
、

大
夫
以
上
年
五
十
八
、
不
更
六
十
二
、
簪
褭
六
十
三
、
上
造
六
十
四
、
公
士
六
十
五
、
公
卒
以
下
六
十
六
、
皆
爲
免
老
。（
第
三

五
六
簡
）

と
あ
る
の
に
よ
る
と
、
免
老
に
達
す
る
年
齡
は
爵
位
・
身
分
に
應
じ
て
異
な
り
、
最
高
で
も
六
六
歳
で
、
三
環
が
必
要
な
年
齡
に
は
達

し
て
い
な
い
。〔
六
〕
で
は
免
老
が
「
人
」
を
不
孝
で
告
し
た
場
合
、
三
環
の
手
續
を
と
る
こ
と
な
く
、
速
や
か
に
告
を
受
理
す
べ
き

こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
免
老
の
場
合
、
三
環
の
手
續
に
必
要
な
年
齡
に
達
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

〔
六
〕
の
趣
旨
は
、
確
か
に
免
老
も
あ
る
程
度
の
老
齡
に
達
し
て
い
る
も
の
の
、
ま
だ
三
環
が
必
要
な
七
〇
歳
に
は
達
し
て
い
な
い
の

で
、
み
ず
か
ら
の
子
を
不
孝
罪
で
告
し
よ
う
が
、
他
人
を
不
孝
罪
で
告
し
よ
う
が
（
被
害
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
）、
三

環
の
手
續
を
と
る
必
要
は
な
く
、
直
ち
に
處
理
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
免
老
に
達
し
て
い
な
い
者
が
不
孝
罪
で
告
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し
た
場
合
、
三
環
の
手
續
が
不
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

以
上
、
本
稿
の
檢
討
に
よ
る
と
、
秦
・
漢
の
不
孝
罪
は
原
則
と
し
て
父
母
（
後
に
祖
父
母
や
後
母
な
ど
へ
擴
大
さ
れ
る
が
、
以
下
で
は

煩
を
避
け
る
た
め
、
單
に
「
父
母
」
と
稱
す
る
に
留
め
る
）
が
子
を
告
す
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
が
、
被
害
者
た
る
父
母
が
死
亡
し
て
い

る
場
合
、
第
三
者
に
よ
る
告
劾
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
兩
親
の
う
ち
、
不
孝
罪
の
被
害
者
で
な
い
方
が
生
存

し
て
い
る
場
合
に
は
、
彼
あ
る
い
は
彼
女
の
み
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
以
外
の
第
三
者
が
告
劾
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
父
母
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
第
三
者
の
告
劾
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、〔
一
〕
〜
〔
三
〕
と
の
關
係
が
問
題
と
な

る
。
こ
れ
ら
の
條
文
で
は
「
父
母
告
子
不
孝
」
と
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
父
母
が
子
を
告
し
た
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

文
字
通
り
に
理
解
す
れ
ば
、
父
母
の
死
後
に
第
三
者
が
告
劾
を
行
っ
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
父
母
の
死
後
に
不
孝
罪
の
成
立
を
認
め
る
以
上
、
父
母
の
告
で
は
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、〔
一
〕
〜
〔
三
〕
を
適
用
し
な
い
理
由

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、〔
二
〕
に
は
「
其
子
有
罪
當
城
旦
舂
・
鬼
薪
白
粲
以
上
、
及
爲
人
奴
婢
者
、
父
母
告
不
孝
、
勿
聽
」

と
あ
り
、
既
に
他
人
の
奴
婢
と
な
っ
た
子
を
、
父
母
が
不
孝
罪
で
告
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
假
に
こ
の
規
定
が
な
け
れ

ば
、
奴
婢
が
不
孝
罪
に
問
わ
れ
て
處
刑
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
奴
婢
の
主
は
奴
婢
と
い
う
み
ず
か
ら
の

所
有
物
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
右
の
條
文
は
奴
婢
に
對
す
る
主
の
權
利
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
も
し
第
三
者
が
告
劾
を
行
っ
た
場
合
に
こ
の
部
分
が
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
と
、
要
す
る
に
父
母
が
死
亡
し
て
い
る
か
否
か
に
よ

っ
て
、
奴
婢
に
對
す
る
主
の
權
利
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
甚
だ
不
合
理
で
あ
る
。
父
母
の
死
後
に
第
三
者
が
告
劾
を

行
っ
た
場
合
、〔
一
〕
〜
〔
三
〕
を
準
用
す
る
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
解
釋
上
當
然
準
用
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
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た
の
で
あ
ろ
う
。

結　

語

　

そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
當
時
の
不
孝
罪
は
、
な
ぜ
原
則
と
し
て
父
母
の
告
を
要
件
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
以
前
、
睡

虎
地
秦
簡
に
見
え
る
「
非
公
室
告
」
に
つ
い
て
檢
討
し
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た

）
11
（

。
す
な
わ
ち
、
秦
の
法
律
で
は
あ
る
時
期
ま
で

「
公
室
告
」
と
「
非
公
室
告
」
の
區
別
が
あ
っ
た
。
前
者
は
國
家
に
對
し
て
告
す
べ
き
犯
罪
の
意
で
、「
它
人
」（
家
の
外
部
の
者
、
す
な

わ
ち
血
縁
關
係
や
主
從
關
係
の
な
い
他
人
・
第
三
者
）
に
對
す
る
侵
害
行
爲
が
こ
れ
に
該
當
す
る
。
具
體
的
に
は
他
人
を
殺
害
す
る
、
傷

害
を
負
わ
せ
る
、
他
人
の
財
物
を
盜
む
な
ど
の
行
爲
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
一
方
、
後
者
は
國
家
に
對
し
て
告
す
べ
き
で
な
い
行
爲
で
、

父
母
が
子
や
奴
婢
を
殺
し
た
り
、
肉
刑
を
加
え
た
り
、
頭
髮
を
剃
り
落
し
た
り
、
子
が
父
母
の
財
物
を
盜
ん
だ
り
す
る
な
ど
、
家
の
内

部
で
行
わ
れ
た
侵
害
行
爲
が
こ
れ
に
該
當
す
る
。
こ
れ
ら
の
行
爲
は
告
自
體
が
受
理
さ
れ
な
い
の
で
、
當
然
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
、
當
時
の
國
家
は
、
家
内
部
の
問
題
に
は
介
入
せ
ず
、
家
の
構
成
員
が
み
ず
か
ら
解
決
す
る
の
に
任
せ
て
い
た
。
し

か
し
、
遲
く
と
も
戰
國
時
代
末
期
ま
で
に
は
公
室
告
と
非
公
室
告
の
區
別
が
廢
止
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
非
公
室
告
と
し
て
罪
に
問
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
行
爲
に
對
し
て
も
國
家
が
介
入
し
、
犯
罪
と
し
て
處
罰
の
對
象
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
。

　

思
う
に
、
公
室
告
と
非
公
室
告
の
區
別
が
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
不
孝
罪
と
い
う
犯
罪
は
法
律
上
設
け
ら
れ
て
お
ら

ず
、
國
家
に
よ
っ
て
處
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
當
時
の
國
家
は
家
内
部
の
問
題
に
介
入
せ
ず
、
親
が

子
に
對
し
て
自
由
に
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
、
不
孝
罪
を
犯
罪
と
し
て
定
め
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
不
孝
罪
が
法
律

上
設
け
ら
れ
た
の
は
、
公
室
告
と
非
公
室
告
の
區
別
が
廢
止
さ
れ
て
以
降
に
違
い
な
い
。
兩
者
の
區
別
が
廢
止
さ
れ
て
以
降
は
、
親
と

い
え
ど
も
勝
手
に
子
に
對
し
て
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
法
律
上
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
親
が
子
に
制
裁
を
加
え
た
い
場
合
に
は
、
國
家
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に
子
の
罪
を
告
し
、
刑
罰
と
い
う
形
で
國
家
の
手
に
よ
っ
て
制
裁
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
不
孝
罪
が
原
則
と
し
て
父
母
の
告

を
要
件
と
す
る
の
は
、
子
に
對
し
て
制
裁
を
加
え
た
い
と
い
う
親
の
意
思
を
國
家
が
代
行
す
る
こ
と
に
不
孝
罪
の
起
源
が
あ
っ
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
父
母
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
、
第
三
者
に
よ
る
告
劾
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
遺
言
で
も
な
い
限
り
、
一
般

に
死
亡
後
の
父
母
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
不
孝
罪
創
設
の
本
來
の
目
的
に
外
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
お
そ
ら
く
後
に
な
っ
て
例
外
的
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
父
母
は
た
と
え
子
に
不
孝
な
行
爲
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
一
般
に
子
の
死
を
願
わ
な
い

で
あ
ろ
う
。
親
が
子
を
慈
し
む
と
い
う
心
情
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
子
が
處
刑
さ
れ
た
場
合
、
現
在
あ
る
い
は
將
來
に
お

い
て
み
ず
か
ら
を
養
う
者
が
い
な
く
な
る
。
ま
た
、
み
ず
か
ら
も
含
め
、
祖
先
の
祭
祀
を
と
り
行
う
者
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
特

に
、
前
漢
の
文
帝
元
年
ま
で
は
「
收
」
制
度
が
あ
り
、
先
述
の
通
り
不
孝
罪
に
も
收
が
適
用
さ
れ
、
不
孝
の
罪
を
犯
し
た
本
人
の
妻
子

は
官
奴
婢
と
さ
れ

）
11
（

、
家
自
體
が
事
實
上
解
體
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
父
母
が
不
孝
罪
で
子
を
告
す
る
場
合
、
こ
れ
ほ
ど
の
不
利
益
を
覺

悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

父
母
の
死
後
、
第
三
者
に
よ
る
告
劾
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、
國
家
は
亡
き
父
母
の
意
に
反
し
て
ま
で
も
、
子
を

處
刑
す
る
こ
と
が
あ
り
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
も
は
や
不
孝
罪
が
親
の
意
思
と
必
ず
し
も
關
係
な
く
、
他
の
犯
罪
と
同
樣
に
、
國

家
が
處
罰
す
べ
き
行
爲
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
不
孝
罪
の
創
設
自
體
は
、
戰
國
時
代
以
前
よ
り
續
く
家
内
部
の

自
律
的
秩
序
を
制
限
し
つ
つ
も
あ
る
程
度
是
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
父
母
の
死
後
に
お
け
る
不
孝
罪
の
成
立
は
、
家
内
部
の
秩
序

が
よ
り
國
家
の
統
制
下
へ
組
み
込
ま
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。
公
室
告
と
非
公
室
告
の
區
別
が
廢
止
さ
れ
た
の
は
、
戰
國
時
代
に
お
け
る

國
家
權
力
の
強
大
化
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

）
11
（

、
不
孝
罪
の
變
化
も
こ
の
歴
史
的
趨
勢
に
沿
う
も
の
で
あ
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っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
唐
律
の
不
孝
に
含
ま
れ
る
諸
犯
罪
は

）
11
（

、
父
母
の
告
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
漢
か
ら
唐
へ
と
至
る
ま
で
の
い
ず
れ
か
の

時
期
に
變
化
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
具
體
的
に
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
い
か
な
る
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
）
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
「
秦
律
令
（
壹
）」
の
簡
番
號
・
釋
文
は
陳
松
長
主
編
『
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡　

肆
』（
上
海
辭
書
出
版
社
、
二
〇
一
五

年
）
に
よ
っ
た
。「
牧
殺
父
母
」、「
牧
殺
主
」
の
「
牧
」
は
、
同
書
の
釋
文
で
は
い
ず
れ
も
「
投
（
殳
）」
に
作
る
が
、
何
有
祖
氏
の
解
釋
に

從
っ
て
改
め
た
。「
讀
嶽
麓
秦
簡
肆
札
記
（
一
）」（
簡
帛
網
、http://w

w
w
.bsm

.org.cn/show
_article.php?id=2492

、
二
〇
一
六
年
）

參
照
。

（
２
）
張
家
山
漢
簡
の
簡
番
號
・
釋
文
は
彭
浩
・
陳
偉
・
工
藤
元
男
主
編
『
二
年
律
令
與
奏
讞
書
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
に
よ

っ
た
。

（
３
）
二
年
律
令
「
具
律
」
に
「
治
獄
者
、
各
以
其
告
劾
治
之
。
敢
放
訊
杜
雅
、
求
其
它
罪
、
及
人
毋
告
劾
而
擅
覆
治
之
、
皆
以
鞫
獄
故
不
直

論
」（
第
一
一
三
簡
）
と
あ
り
、
人
を
罪
に
問
う
に
は
原
則
と
し
て
「
告
」
あ
る
い
は
「
劾
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
告
と
は
通
報
・
告
訴
・

告
發
の
意
で
あ
る
が
、
劾
は
官
吏
が
あ
る
程
度
の
捜
査
を
行
い
、
治
獄
を
職
務
の
一
つ
と
す
る
機
關
へ
そ
の
結
果
を
通
告
す
る
こ
と
で
あ

る
。
宮
宅
潔
「「
劾
」
を
め
ぐ
っ
て
─
中
國
古
代
訴
訟
制
度
の
展
開
─
」（
同
氏
『
中
國
古
代
刑
制
史
の
研
究
』
京
都
大
學
學
術
出
版

會
、
二
〇
一
一
年
。
二
〇
〇
一
年
原
載
）
參
照
。

（
４
）「
牧
殺
」
と
は
殺
そ
う
と
し
た
も
の
の
、
傷
さ
え
負
わ
せ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
指
す
。
子
が
父
母
、
奴
婢
が
主
を
殺
そ
う
と
す
る

場
合
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
る
語
の
ご
と
く
で
あ
る
。
拙
著
『
秦
漢
刑
法
研
究
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
七
年
）
一
九
六
〜
二
〇
六
頁
（
二
〇

〇
四
年
原
載
）
參
照
。

（
５
）
張
家
山
二
四
七
號
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
編
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
二
四
七
號
墓
〕』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
二
二
七
頁
參
照
。

（
６
）
張
建
國
『
帝
制
時
代
的
中
國
法
』（
法
律
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
二
九
〇
頁
（
一
九
九
七
年
原
載
）
參
照
。
た
だ
し
、
張
建
國
氏
は
③
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と
④
も
成
り
立
ち
う
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
７
）
張
建
國
氏
に
よ
る
と
、
武
樹
臣
氏
が
③
の
解
釋
を
提
示
し
て
い
る
。『
帝
制
時
代
的
中
國
法
』
二
九
〇
頁
參
照
。

（
８
）
張
建
國
『
帝
制
時
代
的
中
國
法
』
二
九
〇
頁
參
照
。「
夫
父
母
」
は
、
原
簡
で
は
「
夫

〓

父
〓

母
〓

」
に
作
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
確
に

い
え
ば
、「
夫
」
の
右
下
に
付
さ
れ
て
い
る
重
文
符
號
が
衍
字
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
９
）
張
建
國
『
帝
制
時
代
的
中
國
法
』
二
九
〇
頁
參
照
。

（
10
）
秦
・
漢
の
法
律
で
も
唐
律
と
同
樣
、
同
時
に
複
數
の
罪
に
問
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
中
で
最
も
重
い
刑
罰
に
處
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ

た
。
堀
毅
「
唐
律
溯
源
攷
─
以
秦
律
中
「
一
人
有
數
罪
」
的
規
定
爲
中
心
所
作
的
攷
察
」（
同
氏
『
秦
漢
法
制
史
論
攷
』
法
律
出
版
社
、

一
九
八
八
年
。
一
九
八
四
年
原
載
）、
拙
稿
「
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
刑
法
雜
考
─
睡
虎
地
秦
簡
出
土
以
降
の
秦
漢
刑
法
研
究
の
再

檢
討
─
」（『
中
國
出
土
資
料
研
究
』
第
六
號
、
二
〇
〇
二
年
）
參
照
。

（
11
）「
東
海
孝
婦
」
説
話
は
『
説
苑
』
貴
德
篇
、『
漢
書
』
卷
七
一
于
定
國
傳
な
ど
に
見
え
る
。
前
漢
中
期
、
東
海
郡
の
あ
る
女
子
が
、
夫
の

死
後
も
姑
に
よ
く
仕
え
續
け
、「
孝
婦
」
と
稱
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）『
唐
律
疏
議
』
名
例
律
「
十
惡
」
條
に
「
七
曰
不
孝
」、
そ
の
注
に
「
謂
告
言
・
詛
詈
祖
父
母
父
母
、
及
祖
父
母
父
母
在
、
別
籍
・
異
財
、

若
供
養
有
闕
、
居
父
母
喪
、
身
自
嫁
娶
、
若
作
樂
、
釋
服
從
吉
、
聞
祖
父
母
父
母
喪
、
匿
不
擧
哀
、
詐
稱
祖
父
母
父
母
死
」
と
あ
る
。

（
13
）『
唐
律
疏
議
』
名
例
律
「
十
惡
」
條
に
「
八
曰
不
睦
」、
そ
の
注
に
「
謂
謀
殺
及
賣
緦
麻
以
上
親
、
毆
告
夫
及
大
功
以
上
尊
長
・
小
功
尊

屬
」
と
あ
る
。
妻
に
と
っ
て
夫
の
父
母
は
「
期
親
尊
長
」
に
あ
た
る
の
で
、「
大
功
以
上
尊
長
」
に
該
當
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
夫

の
父
母
を
告
す
る
こ
と
は
不
睦
に
あ
た
る
。

（
14
）〔
六
〕
〜
〔
一
九
〕
の
他
、
張
家
山
漢
簡
「
奏
讞
書
」
案
例
六
に
は
「
●
●
漢
中
守

（
讞
）、
公
大
夫
昌
苔
（
笞
）
奴
相
如
、
以
辜
死
、

先
自
告
。
相
如
故
民
、
當
免
、
作
少
府
。
昌
與
相
如
約
、
弗
免
已
。
獄
治
、
不
當
爲
昌
錯
告
不
孝
、
疑
罪
。
●
廷
報
、
錯
告
、
當
治
」（
第

四
九
簡
・
五
〇
簡
）
と
あ
り
、「
不
孝
」
と
「
告
」
と
い
う
語
が
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
は
難
解
で
、
そ
も
そ
も
不
孝
と
告
が
本
件

と
い
か
な
る
關
係
に
あ
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
本
件
は
公
大
夫
昌
が
奴
相
如
を
笞
で
打
ち
殺
し
、
自
首
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
本
件
を
審
理
し
た
漢
中
郡
と
廷
尉
府
で
は
、
昌
の
行
爲
が
不
孝
を
「
錯
告
」（
誤
っ
て
告
す
る
の
意
か
）
し
た
こ
と
に
あ
た

る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
右
の
記
述
に
は
大
幅
な
省
略
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
難
解
な
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
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こ
の
事
例
は
、
本
稿
で
は
と
り
扱
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
15
）
睡
虎
地
秦
簡
の
簡
番
號
・
釋
文
は
武
漢
大
學
簡
帛
研
究
中
心
・
湖
北
省
博
物
館
・
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
秦
簡
牘
合
集　

釋
文

注
釋
修
訂
本
（
壹
）』（
武
漢
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
に
よ
っ
た
。

（
16
）〔
一
一
〕
は
『
史
記
』
卷
五
八
梁
孝
王
世
家
に
も
ほ
ぼ
同
じ
記
述
が
見
え
る
が
、『
史
記
』
で
は
「
公
卿
治
、
奏
以
爲
不
孝
、
請
誅
王
及

太
后
」
の
部
分
を
「
公
卿
請
廢
襄
爲
庶
人
」
に
作
り
、「
不
孝
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
『
漢
書
』
の

記
述
を
引
用
し
た
。

（
17
）「
假
子
」
が
前
妻
の
子
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
清
の
沈
欽
韓
に
よ
る
考
證
が
あ
る
。『
漢
書
疏
證
』
卷
三
二
下
參
照
。

（
18
）〔
一
三
〕
冒
頭
の
「
春
正
月
」
が
何
年
の
「
春
正
月
」
を
指
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、〔
一
三
〕
の
前
に
「
初
元
中
、
擧
直
言
。

遷
虢
令
、
轉
守
槐
里
、
兼
行
美
陽
令
事
」
と
あ
る
。

（
19
）
注
（
12
）
參
照
。

（
20
）
堀
敏
一
『
中
國
古
代
の
家
と
集
落
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
）
八
八
・
八
九
頁
（
一
九
八
九
年
原
載
）
な
ど
參
照
。

（
21
）
高
敏
『
睡
虎
地
秦
簡
初
探
』（
萬
卷
樓
圖
書
有
限
公
司
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
五
三
頁
（
一
九
八
一
年
原
載
）、
栗
勁
『
秦
律
通
論
』（
山
東

人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
二
二
四
頁
、
呉
榮
曾
『
先
秦
兩
漢
史
研
究
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
五
年
）
八
〇
頁
（
一
九
八
七
年
原
載
）

な
ど
參
照
。

（
22
）
注
（
20
）
參
照
。

（
23
）
拙
稿
「
睡
虎
地
秦
簡
「
非
公
室
告
」
新
考
」（
王
捷
編
『
出
土
文
獻
與
法
律
史
研
究
』
第
六
輯
、
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
參
照
。

（
24
）
た
だ
し
、
二
年
律
令
「
收
律
」
に
は
「
罪
人
完
城
旦
・
鬼
薪
以
上
、
及
坐
奸
府
（
腐
）
者
、
皆
收
其
妻
子
・
財
・
田
宅
。
其
子
有
妻
・

夫
、
若
爲
戶
・
有
爵
、
及
年
十
七
以
上
、
若
爲
人
妻
而
棄
・
寡
者
、
皆
勿
收
」（
第
一
七
四
簡
・
一
七
五
簡
）
と
あ
り
、
子
の
中
で
も
既
に

妻
あ
る
い
は
夫
が
あ
る
者
、
戶
主
と
な
っ
て
い
る
者
、
爵
位
を
有
す
る
者
、
一
七
歳
以
上
の
者
な
ど
は
、
收
に
よ
っ
て
官
奴
婢
と
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
收
制
度
は
前
漢
の
文
帝
元
年
（
紀
元
前
一
七
九
年
）
に
廢
止
さ
れ
る
に
至
る
。

（
25
）
尹
在
碩
「
秦
律
所
反
映
的
秦
國
家
族
政
策
」（
中
國
社
會
科
學
院
簡
帛
研
究
中
心
編
『
簡
帛
研
究
譯
叢
』
第
一
輯
、
湖
南
出
版
社
、
一
九

九
六
年
）
參
照
。

（93）



23 秦漢律における不孝罪の成立要件と父母の「告」

（
26
）
唐
律
で
は
秦
漢
律
と
異
な
り
、
不
孝
と
い
う
行
爲
そ
の
も
の
を
處
罰
す
る
規
定
は
な
く
、
祖
父
母
・
父
母
を
告
す
る
・
呪
詛
す
る
・
罵

る
、
祖
父
母
・
父
母
を
よ
く
養
わ
な
い
、
父
母
の
喪
中
に
み
ず
か
ら
嫁
を
娶
る
あ
る
い
は
嫁
ぐ
な
ど
（
注
（
12
）
參
照
）、
さ
ま
ざ
ま
な
犯

罪
の
總
稱
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
犯
罪
が
各
條
文
で
處
罰
の
對
象
と
さ
れ
て
お
り
、
法
定
刑
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
科
學
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）「
中
國
漢
魏
晉
南
北
朝
期
の
刑
罰
法
規
に
お
け
る
不
道
・
不
敬
・
不
孝
な
ど
の
罪
目

に
對
す
る
研
究
」（
課
題
番
號18K

01223

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（92）


